
地域貢献応援制度（兵庫県神⼾市）

「地域貢献応援制度」導入の経緯 「地域貢献応援制度」の許可要件

⾏政と⺠間の交流

出典：第32次地⽅制度調査会第10回専⾨⼩委員会資料３（参考資料）を⼀部加
⼯

7750



おてったいさん制度（奈良県川上村）

事業内容

 ⾏政と住⺠のパイプ役として、全26⼤字（集落）それぞれに２名ずつ、

地域に出向く役場職員として「おてったいさん」を配置。

•役場への申請や届け出を、「おてったいさん」に。

•伝統行事や清掃作業のお手伝いを、「おてったいさん」と。

 「おてったいさん」の効用・効果

 職員の仕事場は村内一円（すべてがフィールド）

 「地域に出向く」「住民に寄り添う」行政

 地域と人の魅力の掘り起こし

 連携を密にした結果の住民に与える大きな安心感

※おてったいさん制度（協働の意識の醸成・役場職員による集落⽀援員）

⾏政と⺠間の交流

出典：第32次地⽅制度調査会第３回専⾨⼩委員会資料２−２（奈良県川上村提出資料）を⼀部加⼯ 7851



まちづくりセンター／地域担当職員（熊本県熊本市）

地
域
担
当
職
員

３
つ
の
役
割

その１ 相談窓⼝機能
・地域に関する様々な要望・相談等の総合窓⼝

その２ 地域情報収集・⾏政情報発信機能
・先進事例や補助⾦等、役⽴つ⾏政情報を紹介
・地域情報の集約、現状・課題の整理
その３ 地域コミュニティ活動の⽀援機能
・地域課題の解決に向けた取り組みの⽀援
・⾏事、イベント活動への協⼒・⽀援

◆営業マン（地域に積極的に出ていく最前線の職員）
◆地域の⼈たちと信頼関係をつくり、頼りにされる存在
◆地域の⼈たちと楽しみながら、地域活動をサポート
◆若い職員が⽬指すべき存在

〜まちづくりセンターとは〜 〜めざす地域担当職員像〜
将来の更なる少⼦⾼齢化、⼈⼝減少社会の到来

⇒ 後継者不⾜など地域におけるまちづくりの担い⼿が不⾜
⇒ 地域における⼈と⼈とのつながりが希薄化
地域コミュニティの機能（地域⼒）が低下し、地域課題が

未解決なまま放置される懸念

出張所等を再編し、1 7箇所の「まちづくりセンター」を設置
⼩学校区担当制の地域⽀援専任の地域担当職員を49名配置

地域が自ら財源確保を
行ったクラウドファン

地域による公共資産利活用

賑わいをみせた河川敷の
「マルシェ」で地域コ

ディング ミュニティが活性化

地域の魅力を発信

子ども達による地域（お
店）の取材やプレゼンを通
した多世代交流

ごみ屋敷の清掃

懸案であったゴミ屋敷を150
名 のボランティアで清掃

要望・相談受付件数 2,865件（うち2,513件は対応済）
活動件数 30,529件（⾏事参加、書類配布など）

※Ｈ29.4-Ｈ30.12の実績〜活動状況〜
（⼀部事例を抜粋）

持続可能な地域活動支援

⾏政と⺠間の交流

出典：第32次地⽅制度調査会第12回専⾨⼩委員会資料２−２（参考資料）を⼀部加⼯ 7952




